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朝霞市郵便入札実施要領  

 

（趣旨）  

第１条  この要領は、朝霞市が発注する建設工事、業務委託及び物品の購入等

に係る競争入札を、入札・契約手続の透明性、公平性及び競争性を一層高め

るために郵便による入札（以下「郵便入札」という。）により実施すること

について、必要な事項を定めるものとする。  

（対象）  

第２条  郵便入札の対象は、競争入札に付する建設工事、業務委託及び物品の

購入等のうち、朝霞市工事請負業者等指名委員会が選定するものとする。  

（入札参加者への指名通知）  

第３条 指名競争入札における入札参加者への指名通知は、指名通知書の郵送

により行うものとし、必要に応じて入札参加者に対して電話連絡を行うもの

とする。  

（設計図書の閲覧）  

第４条  入札参加者への設計書、設計図面、共通仕様書及び特記仕様書（以下

「設計図書」という。）その他必要な書類は、朝霞市ホームページに掲載す

るものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、その他の方法により設計図書の閲覧をさせるこ

とができる。  

（設計図書に対する質問等）  

第５条  設計図書に対する質問及び同等製品確認（以下「質問等」という。）

は、所定の質問書により、告示書又は指名通知書（以下「告示書等」とい

う。）で定められた期間内に電子メール又はファクシミリ交信で行うものと

する。  

２ 質問等に対する回答は、朝霞市ホームページに掲載するものとする。  

（入札書等の提出）  

第６条  入札参加者は、入札書の提出に併せ、必要な場合には入札金額見積内

訳書（以下「内訳書」という。）を提出するものとする。  

２ 前項の入札書及び内訳書（以下「入札書等」という。）は、次の方法によ

り郵送で提出しなければならない。  

(１) 外封筒及び中封筒の二重封筒とすること。  

(２ )  中封筒には、入札書等を入れ、封かんの上、使用（登録）印で封筒

の継ぎ目に押印する。封筒の表面に、開札日、入札件名、入札参加者の商

号又は名称、担当者名及び電話番号を記載すること。  
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(３ )  外封筒には、入札書等を同封した中封筒を入れ、封筒の表面に、郵

送先及び朱書きで「入札書在中」と記載し、裏面に、開札日、入札件名、

入札参加者の商号又は名称及び住所を記入すること。  

(４) 郵送以外の方法により提出された入札書等は受理しない。  

(５) 一つの中封筒には、２通以上の入札書等を同封してはならない。  

３ 入札書の日付は、入札書作成日又は入札書投函日を記入すること。ただし、

入札書作成日又は入札書投函日以外の日を記入しても入札書は有効とする。  

４ 入札書等を郵送する際の取扱いは、配達日指定郵便で、かつ、一般書留又

は簡易書留のいずれかによるものとし、直接持参した入札書は受け付けない

ものとする。ただし、告示書等に指定された期間までに、郵便により到着し

た入札書は有効とする。  

５ 郵便入札に係る費用については、入札の結果にかかわらず、入札参加者の

負担とする。  

６ 入札書等の到着確認の問合せには、一切応じない。  

（入札書等の提出期限等）  

第７条  入札書等の提出は、告示書等に指定された期間及び場所に到着するよ

う郵送しなければならない。  

２ 入札書等が指定された提出期間日以外に到達した場合は、これを無効とし、

開札しないものとする。  

（入札の辞退）  

第８条  入札参加者が郵便入札を辞退するときは、入札辞退届を持参又は郵送

するものとする。この場合において、入札辞退届は入札執行の前までに入札

契約課へ提出しなければならない。  

２ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取

扱いを受けるものではない。  

（入札書等の受理・管理等）  

第９条  受領した入札書等は、施錠できる保管場所を設け、厳重に管理するも

のとする。  

２ 提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めないものとし、開札

したか否かにかかわらず、入札書等は返却しないものとする。  

（入札の中止）  

第 10条  入札辞退等により、入札参加者の数が２に満たない場合は、当該入

札を中止する。  

２ 入札の公告後又は指名通知後、天災等予測できない事情により、郵便が停

滞し、入札の競争性、公平性を保つことが困難であると認められるときは、
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入札の執行を延期し若しくは取りやめることができる。  

３ 入札参加者が連合し、又は妨害、不正行為等により、入札を公正に執行す

ることができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、

又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。  

（開札の立会）  

第 11条  開札の立会人は、当該入札事務に関係のない市の職員を１人以上立

ち会わせるものとする。  

（開札の執行）  

第 12条  開札は公開とし、告示書等に示す日時及び場所において、執行する

ものとする。  

（再度入札）  

第 13条  第１回目の開札において、予定価格の制限の範囲内の価格（最低制

限価格を設けた場合は、予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格）で

入札した者がないときは、再度入札を行うものとする。この場合においては、

再度の入札を行う旨及び第１回目の最低入札価格を直ちに入札参加者に伝え

るものとする。  

２ 再度入札は、１回限りこれを行うものとする。なお、再度入札は、朝霞市

競争入札心得書及び入札関係書式の記入要領の規定により実施するものとし、

入札契約課が指定する場所で行うものとする。  

（くじによる落札者の決定）  

第 14条  開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あると

きは、落札決定を保留した上で、別途日時を定め、くじ引により落札者を決

定するものとする。この場合、当該入札者は、くじを辞退することはできな

い。 

２ 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、

これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。  

（落札者への通知）  

第 15条  落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に口頭又は電

話により伝え、契約締結に必要な書類の提出を指示するものとする。  

（無効の入札）  

第 16条  次の各号のいずれかに該当する入札及び明らかに連合によると認め

られる入札は、これを無効とする。  

(１) 入札に参加する資格を有しない者のした入札  

(２) 入札保証金を納付しない者のした入札  

(３) 告示書等で指示した日時及び場所に入札書が提出されないもの  
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(４ )  入札書に記名若しくは押印若しくはこれに相当する電磁的記録がな

いもの  

(５) 入札書と内訳書の金額が相違するもの  

(６ )  入札書又は内訳書の記載事項が誤字、脱字等により意思表示が不明

瞭なもの  

(７) 電報、電話及びファクシミリによる入札  

(８) 告示書等に示す事項に反した者がした入札  

(９) その他入札に関する条件に違反しているもの  

（入札結果等の公表）  

第17条 落札者の決定後においては、遅滞なく公表するものとする。  

２ 前項の公表までの間は、入札の経緯及び結果の問合せには、一切応じない

ものとする。  

（異議の申し立て）  

第 18条  入札参加者は、開札後、本要領、関係法令等に基づく入札条件の不

知又は内容の不明を理由として、異議を申立てることはできない。郵便事故

等により入札書等が開札場所に到達しなかった場合についても同様とする。  

（その他）  

第 19条  この要領に定めるもののほか、郵便入札の実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。  

附 則 

１ この要領は、平成 27年10月１日から施行する。  

２ 従前の朝霞市郵便入札試行要領は廃止する。  

附 則 

１ この要領は、平成 30年4月１日から施行する。  


